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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の 

施行に伴う関係通知の改正について 

 

 

 今般、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

」（令和４年政令第349号）が令和４年11月11日に公布され、令和６年１月１

日に施行されること等に伴い、同日付けで「診療用放射線照射器具を永久的に

挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて」（平成30年７月10

日付け医政地発0710第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）別添「診

療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱

いに関する指針」を別紙のとおり改正することとしました。 

 貴職におかれてはこれを御了知いただくとともに、関係団体及び管下医療機

関に周知方お願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１

項に規定する技術的助言であることを申し添えます。 

 


